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学校におけるチラシの配付について 

佐久市立野沢小学校長 

 

子どもの活動時間の確保や業務精選の理由から、個別のチラシ配付を制限しており

ます。職員室横廊下に「ちらしコーナー」を設置してありますので、ご自由にお持ち

ください。 

なお、次に該当する場合は、担任より児童へ配付いたします。 

〇 佐久市教育委員会より配付依頼があった場合。 

〇 コミュニティスクールや PTAに関する内容で、委員長や会長より配付依頼があ

った場合。 

〇 校長が配付の必要性があると判断した場合。 


